
〇
法
務
省
告
示
第
八
十
五
号

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
表
の

法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
ホ
及
び
法
別
表
第
一
の
二
の
表

の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
ニ
の
規
定
に
基
づ
き
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
規
定
に
基
づ
き
退
去
強
制
令
書
の
円

滑
な
執
行
に
協
力
す
る
外
国
政
府
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
第
一
条
に
定
め
る
地
域
の
権
限
あ
る
機
関
を
定

め
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

法
務
大
臣

山
下

貴
司

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
特
定
技
能
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準

の
規
定
に
基
づ
き
退
去
強
制
令
書
の
円
滑
な
執
行
に
協
力
す
る
外
国
政
府
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令

第
一
条
に
定
め
る
地
域
の
権
限
あ
る
機
関
を
定
め
る
件

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
の
表
の



法
別
表
第
一
の
二
の
表
の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
一
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
ホ
及
び
法
別
表
第
一
の
二
の
表

の
特
定
技
能
の
項
の
下
欄
第
二
号
に
掲
げ
る
活
動
の
項
の
下
欄
第
一
号
ニ
の
法
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
退
去
強
制
令
書
の
円

滑
な
執
行
に
協
力
す
る
外
国
政
府
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
百
七
十
八
号
）
第
一
条
に

定
め
る
地
域
の
権
限
あ
る
機
関
は
、
イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
を
除
い
た
国
の
政
府
又
は
同
条
に
定
め
る
地
域
の
権
限
あ
る

機
関
と
す
る
。


